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貯
水
槽
水
道
（
三
階
以
上
の
建
物
な
ど

で
水
圧
が
不
足
す
る
と
こ
ろ
や
、
一
時
に

大
量
の
水
を
使
用
す
る
と
こ
ろ
な
ど
、
水

道
水
を
一
度
受
水
槽
に
受
け
、
ポ
ン
プ
で

給
水
し
て
い
る
給
水
方
式
）
に
つ
い
て
は
、

管
理
の
不
徹
底
に
よ
る
衛
生
上
の
問
題
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

貯
水
槽
水
道
の
設
置
者
は
、
年
一
回
受

水
槽
の
清
掃
や
定
期
的
に
水
質
検
査
を
行

う
な
ど
、
適
正
な
管
理
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

水
質
検
査
の
結
果
、
給
水
し
て
い
る
水

が
人
の
健
康
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
き

は
、
直
ち
に
給
水
を
停
止
し
、
利
用
者
や

保
健
所
、
役
場
上
下
水
道
課
ま
で
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課
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４
０
）
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阿
久
比
町
、
東
海
市
、
知
多
市
、
東
浦

町
に
住
ん
で
い
る
心
身
に
障
害
の
あ
る
方

自
身
、
ま
た
は
家
族
の
方
が
、
日
ご
ろ
の

生
活
で
困
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
相
談

を
受
け
付
け
ま
す
。
障
害
の
種
別
は
問
い

ま
せ
ん
。

□
内　

容　

　

障
害
に
か
か
わ
る
総
合
相
談

・　

障
害
者
自
立
支
援
法
に
つ
い
て

・　

生
き
が
い
支
援
に
つ
い
て

・　

就
労
に
つ
い
て

・　

福
祉
施
設
利
用
に
つ
い
て
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・　

福
祉
機
器
に
つ
い
て

・　

住
宅
改
造
に
つ
い
て

・　

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、

　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
な
ど
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

利
用
に
つ
い
て

・　

そ
の
他
、
困
り
ご
と
な
ど

□
日
時
・
場
所

※　

ど
の
会
場
で
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

　

都
合
の
よ
い
日
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

□
予
約
制

　

十
一
月
十
六
日（
金
）〜
十
二
月
五
日

（
水
）ま
で
に
障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
ま
で

□
主　

催　

障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
相
談
支
援
事
業
（
受
託
事
業
所
社

会
福
祉
法
人
愛
光
園
、
社
会
福
祉
法
人

憩
の
郷
）

□
協
力
機
関　

阿
久
比
町
、
東
海
市
、
知

多
市
、
東
浦
町

□
そ
の
他　

相
談
は
無
料
で
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

障
が
い
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
（
元
浜
事
務
所
）
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場　　所時　　間

東浦町文化センター
（中央公民館）
　サロン
　実習室

午前１０時
　　　～正午

１２月１２日
（水）

東海市役所
　４０１会議室
　４０２会議室

午後２時
　　　～４時

知多市福祉活動センター
　研修室
　小会議室

午前１０時
　　　～正午

１２月１４日
（金） 阿久比町中央公民館

　南館応接室
　第２集会室

午後２時
　　　～４時

�
　

厚
生
労
働
省
で
は
、
十
一
月
を
「
過
重

労
働
・
賃
金
不
払
残
業
解
消
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
月
間
」
と
し
て
、
勤
労
者
の
家
族
と
の

ふ
れ
あ
い
、
心
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め

必
要
な
、
労
使
の
主
体
的
な
取
り
組
み
を

促
進
す
る
た
め
の
活
動
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

□
実
施
期
間　

十
一
月
三
十
日
ま
で
の
一

カ
月
間

□
主
な
活
動
内
容　

①
啓
発
活
動
の
実
施
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②
事
業
主
団
体
へ
の
協
力
要
請　

③
無

料
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
の
実
施

□
無
料
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
に
つ
い
て　

フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
を
設
置
し
、
過
重
労
働

に
よ
る
健
康
障
害
の
防
止
や
適
正
な
労

働
時
間
の
管
理
、
賃
金
不
払
残
業
の
解

消
の
た
め
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

・
対
応
日
時　

十
一
月
二
十
三
日（
金
）　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時　

フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル　

０
１
２
０（
８
９
７
）２
８
３

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
労
働
局
労
働
基

準
部
監
督
課
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○　被害相談窓口のご案内　
　　警察は各種の相談窓口を設け、犯罪の被害に遭われた方や、その
家族・友人の方からのさまざまな相談に応じています。

　　身近に話せる人がいない、どこに相談したらよいかわからない、
このような時には、電話をください。警察だけで対応できないこと
については、専門の機関を紹介しています。

☆　こころの悩み相談（ハートフルライン）　�０５２（９５４） ８  ８  ９  ７ 
はやくな くそう こころの きず

　　　　　　　　月曜～金曜日【祝日は除く】の午前９時～午後５時
☆　性犯罪被害相談（レディース・ホットライン）　�０１２０（ ６７）７８３０ 

むねのなかのなやみぜろ

　月曜～金曜日【祝日は除く】の午前９時～正午　午後１時～午後５時
☆　ストーカー１１０番　�０５２（９６１）０８８８　　２４時間

  　　○　犯罪被害給付制度のご案内　　
　　犯罪被害給付制度は、通り魔殺人事件などの犯
罪行為により、不慮の死を遂げた方の遺族や身体に重大な負傷また
は疾病を受けた被害者の方および障害が残った被害者の方に対して、
社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、
その精神的、経済的打撃の軽減を図ろうとするものです。

☆　（社）被害者サポートセンターあいち　�０５２（２３２）７８３０
　　　　　　　　月曜～金曜日【祝日は除く】の午前１０時～午後４時
□半田警察署　�（２１）０１１０

被害相談窓口と犯罪被害給付制度
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